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令和３年２月２日
一般社団法人　静岡県建設業協会会長　様

一般社団法人　静岡県建設産業団体連合会会長　様

静岡県建設事業協同組合連合会会長　様

静岡県交通基盤部建設支援局建設業課長

建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準の改正について（通知）

　このことについて、改正建設業法施行規則が令和２年10月1日に施行されたことを受けて、別添のとおり「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準」を改正したので、通知します。

貴職におかれましては、本通知の内容について貴傘下の建設業者に周知していただきますようお願いします。

担当　許可班・指導契約班　　　　　

電話　０５４－２２１－２５０７・３０５８
